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   ホームページよりご登録ください ◆定年を定めていますか？◆

  

 高齢者が増えている日本。 

 元気な高齢者も多いです。 

 定年はどう考えたらよいのでしょう。 
 

■ 重要ポイント 

 

 定年制は長期にわたる安定的雇用の終着点

として機能してきたものです。 

 定年60歳、その後継続雇用で65歳までの雇
用が求められる中、定年イコール退職ではな

くなっています。 
 

■ 定年とは 

 

 定年とはその年齢に到達したことを理由

に、労働契約を終了させる制度です。労働契

約の終了についての特殊な定めが定年です。 

 定年に達したときに当然に労働契約は終わ

ります。「定年退職」です。 

  

■ 定年制の必要性 

 

 企業は、長期に雇用することを前提とし

て、正社員として若者を採用します。賃金は

年功型にし、年齢を重ね、長く働けば働くほ

ど賃金を上げていきます。そのゴールが定年

退職です。退職金も支給され、円満に勤め上

げて定年退職というサラリーマンのモデルが

ありました。 

 年功による賃金処遇、昇進はどこかでス

トップさせなければなりません。それが定年

です。定年制度があるので、賃金コストを抑

制できました。 

 また、定年制は高齢者を自動的に退職さ

せ、若者の雇用促進を図る制度として機能し

ました。 
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■ 定年は違法？ 

 

 まだまだ働く能力があるのに、定年だからと

一律に雇用契約を終了させるのは問題とする

意見があります。 

 確かに60歳を一律の定年とすることには納

得できない方も多いでしょう。が、定年まで

は、安定して雇用され、めったなことでは解

雇されないという手厚い保障がなされてきま

した。 

 いったん正社員として雇用されると、少し

くらい勤務成績が悪かったり勤務態度が悪

かったりしても、解雇することは厳しく制限

されてきました。 
 

■ 定年の男女差別は違法 

 

 今ではあたりまえになっている男女一律の定

年ですが、かつては男女間で定年に差を設け

たり、入社時に女性に「結婚または満35歳に

達したときは退職とする」という念書をとっ

たりしている会社がありました。 

 日産自動車ではかつて、男子は満55歳、女

子は満50歳の定年を定めていました。昭和44

年1月15日に満50歳になった女性労働者が定年

退職を命じられ、男女別定年制について裁判

になりました。 

（定年年齢は、昭和

48年4月1日に、男子

60歳、女子55歳に改

定） 

  

 裁判で「企業経営

上の観点から定年年

齢において女子を差
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別しなければならない合理的理由は認められ

ない。会社の就業規則中女子の定年年齢を男

子より低く定めた部分は、もっぱら女子であ

ることのみを理由として差別したことに帰着

するものであり、性別のみによる不合理な差

別を定めたものとして民法90条（公序良俗）
により無効である。」とされました。（最高

裁昭和56年3月24日） 
 現在では、男女雇用機会均等法第6条が「定
年について労働者の性別を理由として差別的

取り扱いをしてはならない」と定めていま

す。 
 

■ 法律と定年 

 

 労働条件の最低の基準を定めた労働基準法

に定年に関する定めはありません。年齢の差

別禁止規定はありません。 

 高年齢者雇用安定法第8条で、 
 「事業主がその雇用する労働者の定年の定

めをする場合には、当該定年は60歳を下回る
ことができない」とされています。現在60歳
定年制は強制的な義務となっています。 

  

■ 退職の事項としての定年 

 

 定年年齢を就業規則に定めておけば、その

年齢に達したときに、労使双方の意思表示が

なくても円満に退職となります。 

 定年退職日については、 

（1）満60歳に達したとき（誕生日の前日） 
（2）満60歳の誕生日 
（3）満60歳に達した日の属する月の末日 
（4）満60歳に達した日の属する月の賃金締切
日 

（5）満60歳に達した日の属する年度末（3月
31日）       などが考えられます。 
 

■ 定年制の実態 

 

 厚生労働省「平成20年高年齢者雇用実態調
査結果」によると定年制のある事業所の割合

は、73.5％です。 
 定年制のある事業所のうち定年制を一律に

定めている事業所割合は67.1％、職種別に定め
手いる事業所割合は、4.1％となっています。 
 定年年齢は、60歳と定めている事業所が
82％です。６０歳定年が圧倒的といえます。 
される場合があるとお考えください。 

■ 60歳からの継続雇用 

 

 高年齢者雇用安定法第9条は、事業主に高
年齢者の65歳までの雇用確保措置を義務付け
ています。 

 定年の引き上げ、定年の廃止、継続雇用制

度のいずれかの措置をとらなければなりませ

ん。 

 この義務に違反した場合、労基法違反のよ

うに罰則はなく、制裁的な企業名の公表もあ

りませんが、厚生労働大臣による助言・指導

の対象となってしまいます。 

  

■ 継続雇用と高年齢雇用継続給付 

 

 継続雇用後の賃金を60歳前の賃金に比べ、

6割程度に減額した場合、職安から本人に給

付される高年齢雇用継続給付金が、有利に受

け取れます。  

 65歳までの雇用確保をはかるため、55歳で

賃金を減額する会社もあるようですが、減額

幅が大きいと60歳以降の高年齢雇用継続給付

金が受け取れなかったり、わずかだったりし

てしまいます。 

 高年齢給付金は、60歳前半年間の賃金の平

均に対する、60歳以降の賃金の割合で決まり

ます。60歳前の半年に、残業が多かったりす

ると、高年齢給付金はお得にもらえます。 

 特別の能力がある方を除いては、公的な給

付を視野に入れた、賃金を提示することにな

るでしょう。 

 

■ 定年後の継続雇用の雇用期間 

 

 60歳以上の人との雇用契約は5年とするこ

ともできますが、その場合、期間途中の契約

解消が難しいことに気をつけるべきです。や

はり、契約期間は1年以内として、そのつど

契約内容を見直し、問題がない場合に65歳ま

で更新するという契約がよいでしょう。 

 定年後の新たな雇用に際し、雇用契約書に

よる労働条件の明示は必須です。 

 雇用契約書には、「再雇用契約の更新を希

望する場合には、契約期間満了日の１カ月前

までに会社に申し出るものとする。」の一文

を入れておきましょう。 
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 シリーズ  年   金   
 

 

 ～ 厚生年金加入者が 
            ７０歳になると ～ 
 

Ｑ 厚生年金に加入している７０歳になる役員がい

ますが、年金事務センターから書類が送られてきま

した。どうすればいいのでしょう。役員は同じ状態で

勤務を続けます。 
 

A  ７０歳に達したときには、厚生年金の資格喪失

届けをします。健康保険はそのまま継続です。厚

生年金保険料の負担はなくなります。資格喪失日

は誕生日の前日です。厚生年金保険７０歳以上被

用者該当・不該当届も同時に提出します。 

  

                   平成23年 厚生労働白書が公表されました    8月23日                                  
  雇用保険の加入手続きをしなければならないのに事業主が手続きをしていなかったとき、遡って

被保険者になれるのは２年前まででしたが、平成22年10月からその期間が改善されています。 

  給与明細等の書類により雇用保険の保険料を給与から天引きされていたことが判明した者につい

ては、2年を超えて、その天引きされていたことが判明した日のうち、最も古い日まで遡って雇用保

険の適用が可能となっています。 

  それに伴い、労働保険料も、遡及対象の期間について、保険料を納める｢特例納付保険料｣が創設

されています。2年を超えて雇用保険の適用となる労働者を雇用していた事業主について、事業所全

体として保険料を納付していないことが確認された場合には、保険料の徴収時効である2年経過後も

保険料を納付可能とし、その納付を｢特例納付保険料｣として厚生労働大臣が勧奨することとしてい

ます。本来納付すべき特例納付保険料に加えて、その100分の10の金額の支払が求められます。                               

 

 

 人事労務の素朴な疑問 

 
     

健康診断の費用は福利厚生費？ 
      

 会社が、従業員および役員の全員に対し、

健康診断の費用負担を行った場合には、その

費用は福利厚生費となります。 

 役員や特定の地位にある人だけを健康診断

の対照とする場合は、給与として源泉徴収す

る必要があります。 

 

 

 

 
 

         
                  

                  ◆ 「～リスクとして知っておきたい～労基署・合同労組 対策セミナー」 ◆ 11月□日  
                                        
  セミナー開始時刻の１０分前には 参加の皆様が着席されていた・・・熱心な受講者ばかりでした。 

 「はじめて知ったことが多く、業務上でとても重要なものばかりを学べまして、これからとても役に立つと

思います」「使用者は法律を守るだけでなく、労働者との話し合いの時

間をもっと多くとっていかなければならないと思いました」「非常に丁寧

にご説明いただきありがとうございました。具体的に事例をを聞くことが

できて会社でも検討してみたいと思いました」といったご意見をいただき

ました。 

 「実際にあったトラブル事例をもっと交えていただければありがたかっ

た」「対応事例をより多く取り上げてほしい」「いじめ・セクハラ・パワハラ 

   についても聞きたかった」などのご要望もいただきました。 

    いただいたご意見は 今後の業務にいかしていきたいと思います。ありがとうございました。 

     

  

       平成23 大卒初任給は増加、高卒では減少 平成23年11月15日厚労省 発表 
 平成23年「賃金構造基本統計調査」（初任給）の結果が発表されました。 

 

 

 

 

 

  

 全国の平均値で、大卒初任給は男女とも前年比2.3％の増加、高卒初任給は男女ともに減少しました。 

 新潟県は、全国平均に比べ、すべての数字が低くなっています。 

  男女計 男性 女性 

  大卒 高卒 大卒 高卒 大卒 高卒 

23年全国 202,000 156,500 205,000 159,400 197,900 151,800 

23年新潟県 182,600 148,400 187,300 152,700 171,300 141,100 

22年全国 197,400 157,800 200,300 160,700 193,500 153,200 


